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基本目標 １．障害への理解促進と権利擁護

〇 障害の有無に関わらずお互いに尊重し合う社会を目指し、障害に対する正しい知識の理解促進を図るとともに、障害者の虐待
防止や障害を理由とする差別の解消など障害者の権利擁護を推進する。目 標

取組状況

進捗状況

（１）障害に対する正しい知識の普及・理解促進
○ 障害及び障害者に対する県民等の一層の理解促進を目的として、県広報誌等による周知や出前講座の積極的な実施などを通じて、障害者の差別

解消や権利擁護、虐待防止等に関する理解促進を図っています。（R7 出前講座実績：６回）

（２）権利擁護の推進
○ 三士会（県弁護士会・県司法書士会・県社会福祉士会）等の関係機関から構成される「かがわ後見ネットワーク」を平成23年度に立ち上げ、その運

営を支援しています。「かがわ後見ネットワーク」の事務局である香川県社会福祉協議会において、障害者やその家族が成年後見制度を利用しやすい環
境づくりに努めています。（R7 相談件数：５６件、講演会：１回）

○ 各市町障害者虐待防止センターや県障害者権利擁護センター（障害福祉相談所）において、障害者虐待に関する通報・届出の受理や相談、支援
等を行う体制を整えています。（R6 相談・通報件数：84件、被虐待者数：21名（R7は集計中））

○ 障害者虐待防止法の円滑な施行を図るため、市町や障害福祉サービス事業所、相談支援事業所等の職員に対し、障害者虐待防止研修を実施し、
人材の資質向上に取り組むほか、県内各圏域にて実施している障害者虐待の事例検討会に専門職派遣を行うこと等により、障害者虐待防止に係る取
組みや体制の整備、強化に対する支援を行っています。（R7 研修（施設コース）：３回、専門職派遣：２回）

○ 県では、障害者差別解消法の規定に基づき、職員対応要領の策定、障害者差別解消支援地域協議会の設置・運営、相談窓口（障害福祉相談
所）の設置・運営、職員研修の強化に取り組む等、法の適切な運用に努めています。また、障害者差別の解消と共生社会の実現を目的として、「香川
県障害のある人もない人も共に安心して暮らせる社会づくり条例」を制定し、普及啓発に努めています。

評価達成率R7実績
８年度目標値・

サービス見込み量
４年度実績項目取組

Ｂ95.0%95回100回/年95回/年発達障害者支援センターが行う普及啓発活動（講演会や研修の開催、講師派遣等）（１）

Ｂ86.7%26回30回/年23回/年高次脳機能障害支援拠点機関が行う普及啓発活動（講演会や研修の開催、講師派遣等）（１）

Ａ102.2%799人782人706人日常生活自立支援事業利用者数（２）

Ｂ60.0%6回/年10回/年6回/年障害者差別解消研修への講師派遣回数（２）
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参考資料

◆障害に対する正しい知識の普及・理解促進について
県広報誌等による周知については、県広報誌、県ホームページに加え、県障害者スポーツ大会や人権フェスタなど多

くの県民が集まる機会を捉えてチラシを配布するなど広く周知している。また、出前講座については、高松圏域自立支
援協議会や県警本部等において講義を行い理解促進を図っている。
また、これまでに「障害者差別解消法」や「香川県障害のある人もない人も共に安心して暮らせる社会づくり条例」、

「障害者虐待防止法」に関するパンフレットやリーフレット等を作成しており、機会を捉えて配布を行っている。

取組状況の補足

◆権利擁護の推進
・「かがわ後見ネットワーク」は、主に①成年後見制度利用支援のための研修会、②弁護士、司法書士、社会福祉士等
の専門職による相談、③後見ネットワーク事務局職員による権利擁護相談、④成年後見制度の普及啓発を行っている。
県においても「NPO法人後見ネットかがわ」に対し「成年後見法人後見支援業務」を委託して実施している。「成年後
見法人後見支援業務」では、主に法人後見を行っている団体や今後行おうとしている団体への相談・支援や法人後見に
関する普及啓発等の講演会、県民向けの相談支援を実施している。

・障害者虐待防止については、平成24年10月に施行された「障害者虐待防止法（障害者虐待の防止、障害者の養護者に
対する支援等に関する法律）」の規定により市町や都道府県、労働局において虐待への対応を行っている。
県では毎年、厚生労働省による「障害者虐待防止法」に基づく対応状況に関する調査に伴い、県及び県内市町の対応

状況の取りまとめを行っており、直近の令和６年度分の調査結果では、相談・通報件数及び虐待判断件数ともに昨年度
より減少している状況である。

・障害者差別解消については、平成28年4月に施行された「障害者差別解消法（障害を理由とする差別の解消の推進に
関する法律）」の規定により市町や都道府県において障害者差別に関する相談対応や普及啓発に取り組んでいる。
また、例年「香川県障害者差別解消支援地域協議会」の本会を２回、事例検討部会を３回実施しており、関係機関の

窓口における相談等事例や障害者差別に係る取組事例等の共有や意見交換を行うことで、県全体における相談体制強化
を図っている。 4



基本目標 ２ ．地域での生活支援

〇 障害者が、住み慣れた地域で自分らしく暮らせる社会の実現を目指し、障害者に対する相談支援体制を整備するとともに、生
活の場や活動の場の確保のための支援や、医療や保健など様々な分野と連携したサービスの充実を図り、障害者の地域での生活
を支援する。

目 標

取組状況

進捗状況

（１）地域の支援体制の充実
○ 各圏域に設置している自立支援協議会において、就労支援部会や事例検討会などの部会を設けて地域の課題解決を図っています。
○ 「ひきこもり地域支援センター」を精神保健福祉センターに設置し、ひきこもりに関する相談や、他の関係機関との連絡協議会の開催、ひきこもりに関する

情報発信等を行っています。また、ひきこもりサポーターを養成するほか、ひきこもり当事者やその家族の居場所を設置するなど総合的に実施しています。
（R7相談件数：697件）。

（２）生活の場や活動の場の確保
○ 地域移行・地域定着の推進のために、各圏域で行政・医療・福祉のメンバーが集まる精神保健福祉部会で取組みの検討や、地域移行・地域定着支

援関係者への研修等に取り組んでいます。
○ 障害者の地域における住まいの場として、国庫補助制度を活用して、生活介護施設等の整備を促進しています。

（３）障害福祉サービス等の充実
○ 人工呼吸器を装着している児童等その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある児童等（医療的ケア児等）や重症心身障害児等が、その

心身の状態に応じた適切な支援を受けられるよう、保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を行う機関との連携体制の整備を図るため、関係機関
からなる自立支援協議会医療的ケア部会を開催し、支援のための施策等について協議を行っています。

○ 令和３年４月に設置した香川県医療的ケア児等支援センター「ソダテル」において、①相談支援体制の構築（相談窓口の開設、情報提供）、②支
援者の養成・人材育成（医療的ケア児等コーディネーター養成研修、支援者養成研修、フォローアップ研修）、③地域づくりと支援体制の構築（県や各
圏域の自立支援協議会等「協議の場」への出席、助言指導）を実施しています。

（※）は削減目標

評価達成率R7実績
８年度目標値・

サービス見込み量
４年度実績項目取組

Ｂ88.2%15市町17市町15市町地域の相談支援事業者に対する専門的な指導・助言実施市町数（１）

Ｃ（※）28.8%1,666人1,183人1,861人精神科病院における在院期間１年以上の長期在院者数（２）

Ｂ95.0%57人60人46人地域生活移行者数（令和５年度からの累計）（２）

Ａ100.0%6か所6か所4か所医療的ケア児等のための関係機関の協議の場（圏域）の設置（3）

Ｂ90.0%9か所10か所6か所主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所の設置（3）

Ａ100.5%211人210人129人医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者（3） 5



参考資料：県内の自立支援協議会の設置・運営

〇 障害者が、住み慣れた地域で自分らしく暮らせる社会の実現を目指し、障害者に対する相談支援体制を整備するとともに、生
活の場や活動の場の確保のための支援や、医療や保健など様々な分野と連携したサービスの充実を図り、障害者の地域での生活
を支援する。

目 標

全体会（年1回）、運営会（年6回）、定例会（年3回）、就労支援部会（毎月）、相談支援部会（毎
月）、精神保健福祉部会（年4回）、医療的ケア部会（年2回）、グループホーム連絡会（年2回）、障害福
祉サービス事業所連絡会（年2回）、障害者権利擁護連絡会（年1回以上）、地域生活支援拠点等検討会
（年2回）

大川圏域自立支援協議会
（さぬき市、東かがわ市）東

讃
全体会（年2回）、運営会議（8、11月以外毎月）、相談支援事業所部会（毎月）、就労支援部会
（年5回）、精神保健福祉部会（偶数月）、知的障害者支援部会（年6回）、こども部会（年3～4回）、
居宅サービス事業所部会（年4回）、B型事業所部会（年5回程度）、権利擁護部会（随時）、グループホー
ム部会（年6回程度）

高松圏域自立支援協議会
（高松市、三木町、直島
町）

全体会議（年1～2回）、精神保健福祉部会（年3回）、ひきこもり支援部会（年1回）、事務局会議（隔
月）、相談支援部門（随時）、就労支援部門（随時）、医療的ケア児等支援部門（随時）、地域生活支
援拠点部門（随時）、強度行動障害支援部門（随時）、障害福祉サービス等質向上部門（随時）、発達
障害者支援部門（随時）

小豆圏域自立支援協議会
（土庄町、小豆島町）

小
豆

定例会（年2回）、運営部会（隔月）、事務局会議（隔月）、事例検討会（隔月）、就労支援部会（随
時）、日中活動部会（年9回）、地域包括ケア部会（年6回）、医療的ケア部会（年6回）、発達障害支援
部会（随時）、障害者差別解消支援地域協議会（随時）

中讃東圏域自立支援協議会
（坂出市、宇多津町、綾川
町）

西

讃

定例会（年4回）、市町・センター打合せ会（年4回）、支援センター連絡会（毎月）、相談支援連絡会（毎
月）、事例検討会（毎月）、精神保健福祉部会（年3回）、当事者部会（年4回）、児童デイ連絡会（年2
回）、みんなつながる部会（年4回）、居宅介護事業所連絡会（休止中）、教育部会（休止中）、発達障
害支援部会（年3回）、就労支援部会（毎月）、重症心身障害児者ＷＧ（2～3ヶ月に1回）、地域生活支
援拠点ＷＧ（毎月）、医療的ケア部会（年2回）

中讃西圏域自立支援協議会
（丸亀市、善通寺市、多度
津町、琴平町、まんのう町）

全体会（年4回）、運営会議（毎月）、就労部会（毎月）、事業所部会（年4回）、相談支援部会（年8
回）、当事者部会（随時）、精神保健福祉部会（年4回）、医療的ケア部会（年2回）、こども支援部会
（年5回）、障害者差別解消支援地域協議会（年1回）、地域拠点ＷＧ（年4回）

三観圏域自立支援協議会
（観音寺市、三豊市）

権利擁護地域移行人材育成医療的ケア運営部会全体会種別
３回４回４回２回４回２回香川県自立支援協議会

※R8.4.1現在
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基本目標 ３ ．教育、就労、社会参加の促進

〇 障害特性等に配慮した療育や教育を行うほか、障害者が積極的にいきいきと暮らせる社会を目指し、障害者がその能力を発揮
できるよう就労支援の充実を図るとともに、スポーツや文化芸術活動の推進等を通して障害者の社会参加を支援する。目 標

取組状況

進捗状況

（１）療養・教育の充実
○ 医療機関や保健所等と連携を図りながら保育所等訪問支援や専門的支援を行うことで発達に不安のある子どもへの早期に対応するため、各市町又

は各圏域に児童発達支援センターの設置を促進しています（R6：高松２か所、丸亀・東かがわ・三木・観音寺に各１か所設置）。

（２）雇用・就労の促進
○ 就業や日常生活等への支援を必要とする障害者に対して、必要な指導・助言を行う障害者就業・生活支援センターを県内４か所に設置し、障害者の

就労支援等を行っています（R7 支援対象者数：1,995人、就職件数：163件）。

（３）社会参加の促進
○ 文化・芸術活動を通じた障害者の社会参加の促進を図るため、令和３年４月に設置した香川県障害者芸術文化活動支援センターKAGAWA 

MOVES（委託先：NPO法人音楽療法グループWALKS）を中心に、障害者等からの相談支援や関係者のネットワークづくり、人材育成、文化芸術作
品の発表・鑑賞の機会の創出、文化芸術活動の情報の収集・発信を行っています。

○ スポーツ競技を通じた障害者の自立と社会参加の促進を目的として、香川県障害者スポーツ協会を中心に、 、 ９月20日に香川県障害者スポーツ大
会を開催した他、佐賀県で開催された全国障害者スポーツ大会への選手派遣やパラスポーツ体験会、次世代選手発掘プログラム等を実施する等、選手
強化及び用具購入等のスポーツ環境整備を図っています。（令和8年度全国障害者スポーツ大会は青森県で開催予定）

評価達成率R7実績
８年度目標値・

サービス見込み量
４年度実績項目取組

Ｂ90.0%9か所10か所5か所児童発達支援センターの設置（１）

Ａ136.0%151人111人90人福祉施設から一般就労に移行した者の数（2）

Ｂ62.0%310人500人291人障害者就業・生活支援センターが支援して就職した障害者数（令和６年度からの累計）（2）

Ａ100.0%37団体37団体15団体障害者の文化芸術活動支援拠点と連携してかがわ文化芸術祭に出展する団体数（令和3年度からの累計）（3）
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参考資料：工賃向上への取組みと障害者の実雇用率

平均工賃の状況 (単位：円) 就労支援事業所の状況 (R8.5.1現在)

※1  令和3年度策定のかがわ工賃向上指針より、目標工賃に時間額も設定している。
※2  令和6年度報酬改定により工賃の算定方法が変わったため、令和5年度から平均工賃月額が

高くなっている。

令和６年度令和５年度令和４年度令和３年度
２３，３８７
（２４８）

２２，６８８
（２４８）※２

１７，３７１
（２３７）

１６，８９０
（２２０）

平均工賃月額
（時間額※1）

工賃向上への取組み

障害者の実雇用率

○ 平成19～23年度は香川県工賃増額支援計画に基づき工賃の向上に取り組んできました。平成24年度からは３年ごとに「かがわ工賃向上指針」を策
定し、事業者による取組みが効果的に実施されるよう、事業者への専門家派遣や共同受注窓口への支援等、工賃向上に積極的に取り組んでいます
（計画期間：令和６～８年度、目標工賃月額（時間額）：令和６年度23,100円（255円））。

○ 平成22年度から（特非）香川県社会就労センター協議会に対して「障害者就労施設における受注促進事業」を委託し、23年度からは同協議会を
共同受注窓口として位置付け、新商品開発（うどん県バッチ和三盆、Sanuki Office Bag、福祉フラットファイル）や農作業支援等を行っています。

○ 平成24年４月に障害者優先調達推進法が施行されたことから、共同受注窓口である香川県社会就労センター協議会等を県及び市町が随意契約
できる相手方として認定するとともに、障害者就労施設等からの物品等の購入に関する調達方針を策定し、積極的な支援に努めています。

定員(人)事業所数
１７４１４就労移行支援事業所
５６０３４就労継続支援A型事業所

３，３１２１７３就労継続支援B型事業所
－６就労定着支援事業所

法定雇用率達成
企業数（対前年増減）法定雇用率達成

企業の割合（対前年増減）実雇用率

563/976+2.557.7%+0.072.38%香川県
55,434/120,4670.046.0%0.002.41%全 国

民間企業の実雇用率（法定雇用率2.5％） （R7.6.1現在）

○ 香川労働局及びハローワークでは、法定雇用率未達成企業に対し、香川障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、就労支援機関等
の関係機関と連携したチーム支援や、精神障害・発達障害について理解していただく「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」等を実施していま
す。 8



基本目標 ４ ．安心・安全な生活を支える環境の整備

〇 障害者が安心して健やかに暮らせる社会を目指し、保健・医療の充実を図るほか、経済的な支援や障害者が安心して生活でき
る環境づくりなどを進めるとともに、障害者を支える人材の育成・確保に努め、障害者が安心して暮らせる安全な生活環境の整備
を推進する。

目 標

取組状況

進捗状況

（１）保健・医療の充実
○ 同じ体験を持つ者同士が支え合う精神障害者ピアサポーターを養成し、ピアサポーターを通じて地域移行・地域定着の促進、精神障害者の理解などを進

めています。

（２）安心して生活できる環境づくり
○ ペアレントメンター（信頼のおける相談相手としての先輩保護者）の養成・派遣による相談支援を行うなど、発達障害児者の家族支援の充実を図りま

す。また、ニーズに応じた場を提供するなど、家族に対する支援体制の構築を推進しています。
○ 身体障害者補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬）の利用促進を図るとともに、補助犬に対する理解が促進されるよう普及啓発に努めています。

（３）人材の育成・確保
○ 依存症の相談支援を行う職員を対象に研修会の開催や依存症の全国拠点である国立病院機構久里浜医療センターが主催する研修会への派遣によ

り、依存症に対応できる人材養成を図っています。
○ 在宅医療に従事する医師や看護師を対象に、医療的ケア児の在宅医療に必要な研修を実施し、医療的ケア児が在宅で訪問診療や訪問看護等の

医療を受けながら生活するために必要な人材の育成に取り組んでいます。

評価達成率R7実績
８年度目標値・

サービス見込み量
４年度実績項目取組

Ｃ29.4%5市町17市町－強度行動障害を有する者への支援体制の整備（１）

Ａ103.4%22,234件21,500件16,139件かがわ思いやり駐車場利用証交付件数（平成23年度からの累計）（2）

Ｂ93.9%31頭33頭29頭身体障害者補助犬給付頭数（平成15年度からの累計）（2）

Ｂ96.3%2,099人2,180人1,988人相談支援従事者初任者研修修了者（平成11年度からの累計）（3）

Ａ190.0%19人10人ーひきこもりサポーター新規登録者数（3）
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参考資料：令和７年度における目標項目の実績と評価（障害福祉計画の数値目標等）

(1)地域生活への移行及び一般就労への移行等の成果目標 (2)指定障害福祉サービス等の活動指標（各年度）
単位 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 R7実績

時間 24,429 24,624 25,095 25,596 25,080

人 1,513 1,602 1,643 1,686 1,584

時間 14,324 18,360 19,422 20,483 25,355

人 49 69 72 75 74

時間 4,141 4,391 4,502 4,615 4,758

人 394 402 410 417 293

時間 577 644 664 684 704

人 42 54 58 62 59

時間 0 0 150 150 0

人 0 0 1 1 0

人日分 43,934 44,851 45,215 45,523 68,156

人 2,213 2,217 2,245 2,300 2,143

人日分 614 594 594 594 454

人 36 32 32 32 26

人日分 676 668 702 702 542

人 45 47 49 49 38

就労選択支援 人 0 0 78 81 2

人日分 2,133 3,031 3,176 3,396 2,868

人 139 172 180 191 140

就労定着支援 人 41 68 76 86 81

人日分 7,816 8,278 8,603 9,004 15,376

人 392 405 422 445 529

人日分 39,461 44,501 45,552 46,782 67,476

人 2,241 2,494 2,594 2,698 2,877

療養介護 人 270 273 278 281 256

人日分 3,514 3,636 3,746 3,856 5,388

人 796 778 802 825 811

人日分 78 89 104 110 152

人 18 15 18 19 20

区分

居宅介護

就労移行支援

自立訓練（生活訓練）

自立訓練（機能訓練）

生活介護

重度障害者等包括支援

行動援護

同行援護

重度訪問介護

訪
問
系

日
中
活
動
系

就労継続支援（B型）

就労継続支援（A型）

短期入所（医療型）

短期入所（福祉型）

そ
の
他
日
中
活
動

目標値 R4年度実績 R7年度実績 達成率 評価

（Ａ） 1,000人 1,018人 1,018人 － －

（Ｂ） 965人 990人 990人 － －

35人 28人 28人 － －

60人 46人 42人 70.0% Ｂ

68.9% （※1）60.8% （※2）67.4% 97.8% Ｂ

84.5% （※1）76.8% （※2）80.4% 95.1% Ｂ

91.0% （※1）84.5% （※2）86.4% 94.9% Ｂ

1,183人 1,861人 1,666人 （※3）28.8% Ｃ

（65歳以上） 744人 1,232人 1,113人 （※3）24.4% Ｃ

（65歳未満） 439人 629人 553人 （※3）40.0% Ｃ

精神病床から退院後１年以内の地域における平均生活日数 325.3日 （※1）318.8日 （※2）318.5日 97.9% Ｂ

③　地域生活支援の充実

強度行動障害を有する者への支援体制の整備 17市町 - 5市町 29.4% Ｃ

85人 67人 67人 78.8% Ｂ

111人 90人 151人 136.0% Ａ

76人 56人 86人 113.2% Ａ

17人 15人 25人 147.1% Ａ

19人 18人 40人 210.5% Ａ

50.0% 15.0% 57.0% 114.0% Ａ

25.0% 0.0% 16.6% 66.4% Ｂ

82人 53人 138人 168.3% Ａ

5人 5人 1人 20.0% Ｃ

168人 122人 117人 69.6% Ｂ

57人 40人 52人 91.2% Ｂ

77人 47人 35人 45.5% Ｃ

10か所 5か所 9か所 90.0% Ｂ

8か所 4か所 9か所 112.5% Ａ

10か所 6か所 9か所 90.0% Ｂ

（※1）は令和元年度実績、（※2）は令和４年度実績、（※3）は削減目標

福祉施設から障害者就業・生活支援センターへの誘導者数

福祉施設から公共職業安定所への誘導者数

⑤　障害児支援の提供体制の整備等

児童発達支援センターの設置

主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所等の設置

主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所の設置

福祉施設利用者のうち公共職業安定所の支援を受けて就職する者の数

②　精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

精神科病院における入院後３か月時点の退院率

精神科病院における入院後６か月時点の退院率

精神科病院における入院後１年時点の退院率

精神科病院における在院期間１年以上の長期在院者数

④　福祉施設から一般就労への移行等

就労移行支援事業所ごとの就労移行率
（就労移行率5割以上の事業所の割合）

就労定着支援事業所ごとの就労定着率
（就労定着率７割以上の事業所の割合）

就労定着支援事業利用者数

障害者に対する職業訓練の受講者数

令和３年度の一般就労移行者数
（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援）

令和８年度の一般就労移行者数
（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援）

就労移行支援事業を利用して一般就労に移行した者の数

就労継続支援Ａ型事業を利用して一般就労に移行した者の数

就労継続支援Ｂ型事業を利用して一般就労に移行した者の数

【目標値】地域生活移行者数（令和５年度からの累計）

項　　　　　　　目

①　福祉施設の入所者の地域生活への移行

令和４年度末時点の入所者数

令和８年度末の入所者数

【目標値】削減見込み（Ａ－Ｂ）
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参考資料：令和７年度における目標項目の実績と評価（障害福祉計画の数値目標等）
単位 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 R7実績

人日分 5,429 8,046 8,963 9,878 11,601

人 686 990 1,097 1,204 1,358

人日分 17,306 19,252 19,784 20,318 25,262

人 1,678 2,002 2,096 2,192 2,483

人日分 56 79 86 92 154

人 34 42 45 49 101

人日分 78 28 43 63 0

人 7 5 7 10 0

障害児入所支援（福祉型） 人 41 41 41 41 42

障害児入所支援（医療型） 人 37 37 37 37 39

障害児相談支援 人 2,703 3,153 3,386 3,616 3,881

難聴児相談支援 人 10 14 16 17 55

共同生活援助 人 953 1,057 1,104 1,154 1,235

施設入所支援 人 997 990 974 954 945

自立生活援助 人 4 5 9 12 1

計画相談支援 人 7,416 7,669 7,810 7,962 5,858

地域移行支援 人 7 7 9 13 1

地域定着支援 人 9 7 9 13 0

医療的ケア児等の支援を総合調整する
コーディネーターの配置

人 14 15 16 17 20

保育所等訪問支援事業の実施 実施市町 6 12 13 15 8

地域生活支援拠点施設のコーディ
ネーター配置人数

設置数 18 18 18 19 10

精神障害に対応した協議会の開催 回 117 120 120 120 67

精神障害に対応した協議会への参
加者数

人 614 614 614 614 585

精神障害に対応した協議会の評価
の実施

回 14 17 18 18 9

精神障害者の地域移行支援利用者
数

人 7 6 8 12 1

精神障害者の共同生活援助利用者
数

人 493 531 546 560 545

精神障害者の地域定着支援利用者
数

人 22 19 21 26 0

精神障害者の自立生活援助利用者
数

人 9 9 11 14 0

精神障害者の自立訓練（生活訓練） 人 34 34 35 36 30

重症心身障害児を対象とした児童
発達支援事業所

か所 6 6 7 12 10

重症心身障害児を対象とした放課
後デイサービス事業所

か所 8 7 8 13 11

保育所等訪問支援

放課後等デイサービス

児童発達支援

区分

障
害
児
通
所
支
援
等

精
神
障
害
に
も
対
応
し
た
地
域
包
括
シ
ス
テ
ム

居
住
系

そ
の
他

相
談
支
援

居宅訪問型児童発達支援

単位 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 R7実績

基幹相談支援センターの設置 か所 16 19 19 26 8

基幹相談支援センターによる地域
の相談支援事業所に対する専門的
な指導・助言件数

件 116 178 210 255 12

基幹相談支援センターによる地域
の相談支援事業所の人材育成の支
援件数

件 40 65 68 77 12

基幹相談支援センターによる地域
の相談機関との連携強化の取組み
実施回数

回 10 31 33 41 12

基幹相談支援センターによる個別
事例の検証実施回数

回 6 17 22 34 7

基幹相談支援センターにおける主
任相談支援専門員の配置

人 6 11 12 21 17

回 139 143 143 143 92

機関 703 704 705 705 349

か所 84 86 86 86 41

回 388 393 393 393 242

発達障害者支援地域協議会の開催 回 1 1 1 1 1

発達障害者支援センターによる相
談支援の実支援人数

人 250 250 250 250 304

発達障害者支援センター等の関係
機関への助言件数

件 120 120 120 120 112

発達障害者支援センター等の地域
住民向け講演会の開催

回 5 5 5 5 11

人 40 41 42 47 25

人 6 7 8 13 1

ペアレントメンターの人数 人 34 35 36 41 6

ピアサポート活動への参加人数 人 52 54 55 60 36

障害福祉サービス等にかかる各種
研修への参加者人数

人 134 157 162 173 85

相談支援専門員研修修了者数 人 90 90 90 90 66

サービス管理責任者・児童発達支援
管理責任者研修（基礎）修了者数

人 140 120 120 120 120

サービス管理責任者・児童発達支援
管理責任者研修（実践）修了者数

人 100 100 100 100 122

サービス管理責任者・児童発達支援
管理責任者研修（更新）修了者数

人 292 140 140 140 72

回 0 0 1 1 1

人 0 0 50 50 34

指導監査結果の関係市町との共有 回 100 100 100 100 100

区分

相談支援専門員等への意思決定支
援ガイドライン等を活用した研修の
実施回数と修了者数

相談支援体制の協議会における個
別事例の検討実施回数及び参加機
関数

相談支援体制の協議会における専
門部会の設置数及び実施回数

発
達
障
害
者
等
に
対
す
る
支
援

ペアレントトレーニングやペアレント
プログラム等の支援プログラムの
受講者数及び実施者数

障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
質
の
向
上

相
談
支
援
体
制
の
充
実
・
強
化
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参考資料：令和７年度における目標項目の実績と評価（障害福祉計画の数値目標等）

(4)地域生活支援事業の活動指標

①市町事業（各年度） ③県事業（各年度）
単位 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 R7実績

件 35 33 33 35 32

件 12 12 13 17 8

件 115 115 116 116 89

件 1,301 1,302 1,303 1,307 794

件 2 4 4 6 0

件 65 79 86 94 69

件 17 14 16 18 27

実人員 1,996 2,078 2,127 2,178 1,325

件 59 67 68 69 71

件 128 162 176 190 113

件 106 118 120 121 116

件 290 298 305 308 257

件 25,192 25,725 25,818 25,902 27,685

件 20 29 29 29 28

実施市町数 13 14 14 14 14

件 206 210 211 212 185

延べ時間 102,502 97,836 98,565 99,295 101,417

実人員 1,362 1,374 1,386 1,398 1,353

か所 52 53 53 53 56

実人員 657 665 667 668 697

か所 26 26 26 26 35

実人員 359 258 262 263 242

か所 24 24 26 26 22

実人員 105 100 106 108 89

事　　　　業　　　　名

理解促進研修・啓発事業

自発的活動支援事業

障害者相談支援事業

地域活動支援センターⅡ型

手話奉仕員養成研修事業

成年後見制度法人後見支援事業

地域活動支援センターⅠ型

移動支援事業

日
常
生
活
用
具
給
付
等
事
業

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー

機
能
強
化
事
業

地域活動支援センターⅢ型

介護・訓練支援用具

自立生活支援用具

在宅療養等支援用具

情報・意思疎通支援用具

住宅改修費

住宅入居等支援事業

成年後見制度利用支援事業

意思疎通支援事業

排泄管理支援用具

相
談
支
援
事
業

基幹相談支援センター等機能
強化事業

12

実施見込み
か所数

実利用
見込み者数

実施見込み
か所数

実利用
見込み者数

実施見込み
か所数

実利用
見込み者数

実施か所数 実利用者数

(1)　発達障害者支援センター運営事業 1か所 250人 1か所 250人 1か所 250人 1か所 304人

(2)　発達障害者地域支援マネジャーの人数 5人 5人 5人 6人

(3)　発達障害者支援センターの助言件数 120件 120件 120件 112件

(4)　発達障害者支援地域協議会の開催
      回数

1回 1回 1回 １回

(5)　発達障害支援センター及び発達障害者
      地域支援マネジャーが実施する研修、
      啓発回数

100回 100回 100回 95回

(6)　高次脳機能障害及びその関連障害に
      対する支援普及事業

1か所 70人 1か所 70人 1か所 70人 1か所 283人

(7)　障害児等療育支援事業 8か所 8か所 8か所 8か所

(8)　障害者就業・生活支援センター事業 4か所 1,907人 4か所 1,942人 4か所 1,977人 4か所 1,995人

(1)　手話通訳者登録者数 99人 102人 105人 100人

(2)　要約筆記登録者数 144人 151人 158人 153人

(3)  失語症者向け意思疎通支援者登録者数 32人 39人 46人 45人

(1)　手話ボランティア登録者数 824人 848人 872人 874人

(2)　音訳ボランティア登録者数 150人 153人 156人 146人

(3)　点訳ボランティア登録者数 188人 192人 196人 187人

(4)　パソコンボランティア養成数 360人 366人 372人 309人

(5)　ひきこもりサポーター新規登録者数 10人 10人 10人 19人

３．その他の事業
    研修事業

２．専門性の高い意思疎通支援を行う者の
　  養成研修事業

１．専門性の高い相談支援事業

令和６年度 令和７年度

事　　　　　業　　　　　名

令和７年度実績令和８年度



参考資料：令和７年度における目標項目の実績と評価（プランにおける独自の数値目標等）
項目

8年度
目標値

単位
４年度
の実績

7年度
の実績

達成率 評価

①　障害者への理解促進と権利擁護

発達障害者支援センターが行う普及啓発活動
（講演会や研修の開催、講師派遣等）

100 回 95 95 95.0% Ｂ

高次脳機能障害支援拠点機関が行う普及啓発活動
（講演会や研修の開催、講師派遣等）

30 回 23 26 86.7% Ｂ

日常生活自立支援事業利用者数 782 人 706 799 102.2% Ａ

障害者差別解消研修への講師派遣回数 10 回 6 6 60.0% Ｂ

②　地域での生活支援

地域の相談支援事業者に対する専門的な指導・助言実施市町数 17 市町 15 17 100.0% Ａ

医療的ケア児等のための関係機関の協議の場（圏域）の設置 6 か所 4 6 100.0% Ａ

グループホーム定員数 2,194 人 1,206 1,487 67.8% Ｂ

ショートステイ実施箇所 131 か所 87 100 76.3% Ｂ

医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者 210 人 129 211 100.5% Ａ

③　就労・教育・社会参加の促進

障害者就業・生活支援センターが支援して就職した障害者数（令和６
年度からの累計）

500 人 291 310 62.0% Ｂ

障害者の実雇用率（民間企業） 2.50 ％ 2.16 2.38 95.2% Ｂ ※

障害者の文化芸術活動支援拠点と連携してかがわ文化芸術祭に出
展する団体数（令和3年度からの累計）

37 団体 15 37 100.0% Ａ

④　安心・安全な生活を支える環境の整備

福祉のまちづくり適合証の交付施設数
（平成9年度からの累計）

242 施設 226 239 98.8% Ｂ

かがわ思いやり駐車場利用証交付件数
（平成23年度からの累計）

21,500 件 16,139 22,234 103.4% Ａ

身体障害者補助犬給付頭数（平成15年度からの累計） 33 頭 29 31 93.9% Ｂ

幅員2ｍ以上の歩道の延べ延長 945.1 ｋｍ 943.0 947.5 100.3% Ａ

相談支援従事者初任者研修修了者
（平成11年度からの累計）

2,180 人 1,988 2,099 96.3% Ｂ

障害福祉サービスに係る研修への参加市町数 17 市町 0 14 82.4% Ｂ

※計算上Bとなるが、全国では低位の状況であることから、改善に向けて取り組んでいく課題と認識している
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参考：プラン進捗状況の評価方法

達成率の区分評価

100％以上
（当初の目標を達成できた）Ａ

60％以上100％未満
（当初の目標を達成できなかったが、概ね順調

に進捗した）
Ｂ

0％以上60％未満
（順調ではないが、少しは進捗した）Ｃ

0％未満
（進捗できなかった）Ｄ

○ 令和５年度に策定した第７期かがわ障害者プラン（令和６年度から令和８年度）の数値目標について、
２年目である令和７年度の実績値により評価を行った。

○ プランの進捗状況評価は、目標値に対する割合（達成率）によってＡからＤの４段階で評価した。

R７実績値
達成率＝

目標値

【進捗状況の評価】 【達成率の計算方法】
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